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発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ 

 

 平成 15 年 11 月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式売出しにつきまし
て、発行価格並びに売出価格等が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
1．公募による新株式発行 
 
（１） 発 行 価 格  1 株につき金 486,080 円 
（２） 発行価格の総額   48,608,000,000 円 
（３） 発 行 価 額  1 株につき金 466,240 円 
（４） 発行価額の総額   46,624,000,000 円 
（５） 発行価額中資本に組入れない額 1 株につき金 233,120 円 
（６） 申 込 期 間   平成 15 年 12 月２日（火）～平成 15 年 12 月４日（木） 
（７） 払 込 期 日   平成 15 年 12 月９日（火） 

 （注）引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 
 

2．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 
 
（１） 売 出 株 式 数   25,000 株 
（２） 売 出 価 格   486,080 円 
（３） 売出価格の総額   12,152,000,000 円 
（４） 引 受 価 額  1 株につき金 466,240 円 
（５） 引受価額の総額   11,656,000,000 円 
（６） 申 込 期 間   平成 15 年 12 月２日（火）～平成 15 年 12 月４日（木） 
（７） 受 渡 期 日   平成 15 年 12 月 10 日（水） 

 

3．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 
 
（１） 売 出 株 式 数   7,000 株 
（２） 売 出 価 格   486,080 円 
（３） 売出価格の総額   3,402,560,000 円 
（４） 申 込 期 間   平成 15 年 12 月２日（火）～平成 15 年 12 月４日（木） 
（５） 受 渡 期 日   平成 15 年 12 月 10 日（水） 
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【 ご 参 考 】 
1.公募による新株式発行 

（1） 発行新株式数 普通株式  100,000 株 
（2） 増資後資本金 39,747,871,353 円 

（3） 増資後発行済株式総数  1,120,165.1 株 
（注）増資後資本金及び増資後発行済株式数は、平成 15 年 10 月 31 日現在を基準として記載しております。な

お、増資後資本金及び増資後発行済株式数は、当社ストックオプション制度に基づく新株予約権及び新株引

受権付社債の権利行使により増加する可能性があります。 

（4） 調達資金の使途 
今回の公募増資による手取概算額 46,424 百万円については、33,111 百万円をディーエルジェイディレクト・エス

エフジー証券株式会社の買収資金に、12,000 百万円を借入金の返済に、1,313 百万円を運転資金に充当する予
定であります。 

 
2.発行価格（募集価格）および売出価格の算定 

（1）算定基準日およびその価格     平成 15 年 12 月１日（月） 496,000 円 
（2）ディスカウント率                 2.00％ 

 
3.今回の発行新株式数及び引受人の買取引受けによる売出株式数並びにオーバーアロットメントによる売出株式数について 

「3．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」は、公募による新株式発行（以下、「一般募集」とい

う。）及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会

社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）7,000 株の売出しであります。 

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数（7,000

株）を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、平成15年12月

５日（金）から平成 15 年 12 月 17 日（水）までの間を行使期限として、当社株主より付与されております。 

大和証券エスエムビーシー株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントに

よる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を

貸借株式の返還に充当する場合があります。 

 また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 15 年 12 月５日（金）から平成 15 年 12 月 17 日（水）までの間、オ

ーバーアロットメントによる売出しを行う株式数（7,000 株）を上限として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券

市場において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカ

バー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。 

 なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、両取引にかかる貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数

については、グリーンシューオプションを行使する予定であります。 

 

 

 
                                                                以  上 


